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（
経
済
産
業
委
員
会
）

原
子
力
発
電
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
た
め
の
積
立
金
の
積
立
て
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
原
子
力
発
電
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
を
着
実
か
つ
効
率
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
、
使
用
済
燃

料
の
再
処
理
等
を
行
う
認
可
法
人
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
認
可
法
人
が
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
、
使

用
済
燃
料
の
処
分
の
方
法
と
し
て
再
処
理
を
選
択
し
た
実
用
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
）
が

発
電
時
に
認
可
法
人
に
拠
出
金
と
し
て
納
付
す
る
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
、
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
行
う
、
規
定

に
つ
い
て
の
検
討
等
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
、
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
改
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
修
正
が
行
わ
れ

た
。

一
、
題
名
等

１

法
律
の
題
名
を
「
原
子
力
発
電
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
実
施
に
関
す
る
法
律
」
と
す
る
。
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２

法
律
の
目
的
を
、
発
電
に
関
す
る
原
子
力
の
適
正
な
利
用
に
資
す
る
た
め
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
着
実
な
実
施

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
発
電
に
関
す
る
原
子
力
に
係
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
経

済
の
健
全
な
発
展
と
国
民
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
に
改
め
る
。

３

こ
の
法
律
に
お
け
る
「
再
処
理
等
」
の
定
義
に
、
再
処
理
に
伴
い
分
離
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の
加
工
、
加
工
施
設
の
解

体
等
を
追
加
す
る
。

４

特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
伴
っ
て
生
ず
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等

の
責
任
を
負
う
。

二
、
拠
出
金
の
納
付
及
び
再
処
理
等
の
実
施

１

特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
伴
っ
て
生
ず
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等

業
務
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
各
年
度
、
使
用
済
燃
料
再
処
理
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
拠

出
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

拠
出
金
の
額
は
、
拠
出
金
単
価
（
使
用
済
燃
料
の
単
位
数
量
当
た
り
の
再
処
理
等
業
務
に
必
要
な
金
額
と
し
て
機
構
が

年
度
ご
と
に
運
営
委
員
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
額
）
に
特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
の
特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
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の
前
年
度
の
運
転
に
伴
っ
て
生
じ
た
使
用
済
燃
料
の
量
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
機
構
は
、
拠
出
金
単
価
を
定
め
、
又
は

こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
拠
出
金
を
納
付
し
た
と
き
は
、
当
該
拠
出
金
に
係
る
使
用
済
燃
料
の
再

処
理
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
使
用
済
燃
料
再
処
理
機
構

１

機
構
は
、
発
電
に
関
す
る
原
子
力
の
適
正
な
利
用
に
資
す
る
た
め
、
特
定
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
伴
っ
て
生
ず

る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
実
施
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
発
電
に
関
す
る
原
子
力
に
係
る
環
境
の
整
備
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

機
構
を
設
立
す
る
に
は
、
七
人
以
上
が
発
起
人
と
な
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
発
起
人
は
、
定
款
及
び
事
業
計
画
書
を
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
し
て
、
設
立
の
認
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
に
、
委
員
八
人
以
内
並
び
に
機
構
の
理
事
長
及
び
理
事
を
も
っ
て
組
織
す
る
運
営
委
員
会
を
置
く
。
使
用
済
燃
料

再
処
理
等
実
施
中
期
計
画
の
作
成
又
は
変
更
等
の
事
項
は
、
運
営
委
員
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

機
構
は
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
を
行
う
こ
と
、
拠
出
金
を
収
納
す
る
こ
と
等
の
業
務
を
行
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
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認
可
を
受
け
て
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
を
行
う
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
機
構
は
、
業
務

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
の
確
保
を
旨
と
し
て
こ
れ
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

機
構
は
、
業
務
開
始
の
際
、
業
務
方
法
書
を
作
成
し
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
実
施
時
期
そ
の
他
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
使
用
済
燃
料
再
処
理
等
実
施
中
期
計
画
を
定
め
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

拠
出
金
に
関
す
る
経
過
措
置
、
使
用
済
燃
料
再
処
理
等
積
立
金
等
に
関
す
る
経
過
措
置
等
を
設
け
る
。

３

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
（
衆
議
院
修
正
）
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。


